
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
七
〇
号

平
成
十
三
年
一
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
中
川
智
子
君
提
出
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
一
月
二
十
三
日
受
領

答

弁

第

七

〇

号



衆
議
院
議
員
中
川
智
子
君
提
出
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
起
因
す
る
高
齢
者
の
死
亡
者
数
に
つ
い
て
は
、
毎
月
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
が
行
っ

て
い
る
人
口
動
態
統
計
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
伴
う
超
過
死
亡
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
流
行
期
に
お
け
る
死
亡
者
数
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て
い
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
の
死
亡
者
数
の
予
測
値
を
上

回
る
値
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
で
分
析
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
は
「
病
原

微
生
物
検
出
情
報
（
月
報
）
」
等
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

公
衆
衛
生
審
議
会
感
染
症
部
会
予
防
接
種
問
題
検
討
小
委
員
会
の
平
成
十
一
年
七
月
五
日
付
け
の
報
告
書
に
お
い
て
は
、

「
高
齢
者
等
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
場
合
の
高
危
険
群
の
者
を
対
象
と
考
え
た
場
合
等
に
お
い
て
、
国
内
外
の
報

告
に
お
い
て
そ
の
一
定
の
有
効
性
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
は
十
八
回
に
わ
た
る
同
小
委
員
会

の
審
議
の
結
果
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
小
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
同
報
告
書
の
前
提
と
さ
れ
た
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
有
効
性
に
関
す
る
主
な
論
文
は
、
米
国
疾
病
対
策
予
防
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
の
千
九
百
九
十
七
年
四

一



月
二
十
五
日
付
け
の
週
報
（
以
下
「
Ｍ
Ｍ
Ｗ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
十
年
度
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
神
谷
齊

氏
が
主
任
研
究
員
と
な
っ
て
行
っ
た
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
に
関
す
る
研
究
」
（
以
下
「
神
谷
研
究
」
と
い

う
。
）
以
外
に
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｍ
Ｍ
Ｗ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
老
人
介
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
高
齢
者
に
対
し
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た

場
合
、
非
接
種
者
と
比
較
し
入
院
及
び
肺
炎
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
さ
せ
、
死
亡
を
八
十
パ
ー
セ

ン
ト
減
少
さ
せ
る
等
重
症
化
及
び
死
亡
を
予
防
す
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
神
谷
研
究
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
施
設
又
は
病
院
に
入
所
又
は
入
院
し
て
い
る
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対

す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
一
回
接
種
の
有
効
性
を
評
価
し
て
お
り
、
重
篤
な
副
反
応
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
一

方
、
非
接
種
者
と
比
較
し
て
発
病
を
三
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
さ
せ
、
死
亡
を
八
十
二
パ
ー
セ
ン

ト
減
少
さ
せ
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
等
重
症
化
を
十
分
阻
止
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

第
百
四
十
七
回
国
会
に
提
出
し
た
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

は
、
御
指
摘
の
と
お
り
現
行
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
課
さ
れ
て
い
る
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
に
努
め
る
義
務
を
二
類
疾

二



病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
は
課
さ
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
法
律
に
基
づ
か
な
い
任
意

の
予
防
接
種
と
の
違
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
十
二
年
一
月
二
十
六
日
付
け
の
公
衆
衛
生
審
議
会
の
意
見
に
お
い

て
「
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
行
う
た
め
、
予
防
接
種
法
の
対
象
疾
病
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
追
加
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」
、
「
市
町
村
が
実
施
し
や
す
く
、
被
接
種
者
や
接
種
医
が
、
安
心
し
て
、
接
種
を
受
け
や
す

く
ま
た
接
種
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
定
期
の
予
防
接
種
と
し
て
の
体
制
を
活
用
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
」
等
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
健
康
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
公
費
に
よ
る
救
済
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
法
案
に
お
い

て
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
二
類
疾
病
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
疾
病
を
二
類
疾
病
と
し
て
位
置
付
け
る
か
に

つ
い
て
は
、
各
々
の
年
齢
層
に
お
い
て
等
し
く
感
染
又
は
発
病
す
る
可
能
性
が
あ
る
疾
病
の
う
ち
予
防
接
種
の
安
全
性
及
び

有
効
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
（
一
類
疾
病
を
除
く
。
）
の
中
か
ら
、
当
該
疾
病
の
発
生
予
防
や
公
費
に
よ
る
健
康
被
害

救
済
の
必
要
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

三



法
案
は
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
予
防
接
種
法
の
対
象
疾

病
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
追
加
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
同
法
に
基
づ
き
児
童
に
対

し
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
現
行
の
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
予
防
接
種
の

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
等
に
対
し
て
各
医
療
機
関
で
行
う
個
別
接
種
を
原
則
と
す
る
旨
の
技
術
的
な
助
言
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
同
法
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
個
別
接
種
を
原
則
と
す
る
旨
の
徹
底
を

図
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

法
案
は
、
現
行
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
課
さ
れ
て
い
る
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
に
努
め
る
義
務
を
、
二
類
疾
病
に
係

る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
は
課
さ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
入
所
す
る
施
設
に
お
け
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
予
防
接
種
に
つ
い
て
も
、
被
接
種
者
各
々
の
意
思
は
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

予
防
接
種
の
実
施
者
た
る
市
町
村
長
は
被
接
種
者
の
意
思
を
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
意
思
表
示
が
困
難
な
者

等
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
判
断
方
法
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

四



予
防
接
種
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の

規
定
等
に
基
づ
き
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
予
防
接
種
と
の
因
果
関
係
等
は
個
別

具
体
的
な
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
技
術
的
か
つ
科
学
的
な
見
地
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
情
報
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
を
踏
ま
え
、
市
町
村
等

を
通
じ
て
医
療
機
関
等
か
ら
予
防
接
種
後
副
反
応
の
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
予
防
接
種
後
健
康
状

況
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
等
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
報
告

書
等
を
都
道
府
県
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、
広
く
公
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
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八


